
○ 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事

業者に義務付ける。

○ 労働者は、事業者が行う当該検査を受けなければならないこととする。

○ 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。

医師又は保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこ

ととする。

○ 検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたときは、医師による面接指導を

実施することを事業者に義務付ける。

○ 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととする。

○ 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時

間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

メンタルヘルス対策の充実・強化

労働安全衛生法改正案（H24.11廃案）の概要
（メンタルヘルス対策部分抜粋）
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１ 法案提出後のメンタルヘルスを取り巻く状況

○ 自殺者数の推移

○ 精神障害の労災補償状況

メンタルヘルス対策を促進するための取組

(単位：人)

家庭問題 健康問題
経済・
生活問題

勤務問題 男女問題 学校問題 その他

平成24年 27,858 20,615 4,089 13,629 5,219 2,472 1,035 417 1,535

平成23年 30,651 22,581 4,547 14,621 6,406 2,689 1,138 429 1,621

平成22年 31,690 23,572 4,497 15,802 7,432 2,590 1,103 371 1,533

平成21年 32,845 24,434 4,117 15,867 8,377 2,528 1,121 364 1,613

平成20年 32,249 23,490 3,912 15,153 7,404 2,412 1,115 387 1,538
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○ メンタルヘルス不調による休業・退職の状況

○ メンタルヘルス対策の取り組み状況
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過去１年間においてメンタルヘルス不調により

連続１か月以上休業又は退職した労働者がいる

事業場の割合
(%

平成19年度及び平成24年度労働安全衛生特別調査（労働者健康状況調査）
平成23年度労働安全衛生特別調査（労働災害防止対策等重点調査）

増加, 
3.2 %

ほぼ同じ, 
64.4 %

減少, 
4.6 %

わからな

い, 27.4 %

不明, 
0.4 %

１年前と現在を比較してメンタルヘルス不

調により連続１か月以上休業又は退職し

た労働者の増減状況

22.7 26.5 23.5
33.6

43.6 47.2

80.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

H4 H9 H14 H19 H23 H24 H29

メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合

12
次
防
目
標

100

95.5
88.4

80.4

64.1
45.2

36.8
29.2

33.6

99.1
98.0

96.4
92.8

83.1
71.4

56.0
38.9

47.2

0 20 40 60 80 100

5,000人以上
1,000人以上

500人以上
300人以上
100人以上

50人以上
30人以上
10人以上
規模計

メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合（年次別・規模別）

H24

H19

平成19年度及び平成24年労働安全衛生特別調査（労働者健康状況調査）

平成23年度労働安全衛生特別調査（労働災害防止対策等重点調査）

平成4年度から平成24年度の労働安全衛生特別調査（労働者健康状況調査）
平成23年度労働安全衛生特別調査（労働災害防止対策等重点調査）
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平成24年労働安全衛生特別調査（労働者健康状況調査）

以上のように、平成22年12月の建議を踏まえた改正法案の提出後の労働者の心の健
康を取り巻く状況をみると、メンタルヘルス対策の必要性は、引き続きあるものといえる。
特に、小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組が遅れており、12次防の達成
に向けた対策の促進が必要である。

２ 検討の論点
法案提出後の状況の変化等を踏まえ、改めて検討すべき事項はあるか。
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労働者からの相談対応の体制整備

社内のメンタルヘルスケア窓口の設置

社外のメンタルヘルスケア窓口の設置

労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック））

職場復帰における支援（職場復帰支援プログラム）の策定を含む）

地域産業保健センターを活用したメンタルヘルスケアの実施

都道府県産業保健推進センターを活用したメンタルヘルスケアの実施

医療機関を活用したメンタルヘルスケアの実施

他の外部機関を活用したメンタルヘルスケアの実施

その他

メンタルヘルスケアの取り組み状況（年次別・内容別）

平成19年

平成24年

平成19年度及び平成24年労働安全衛生特別調査（労働者健康状況調査）


